
入　札　公　告

次のとおり、一般競争入札（最低価格落札方式）に付します。

令和8年1月19日

支出負担行為担当官

佐賀労働局総務部長　和田　雅弘

◎調達機関番号　017　 ◎所在地番号　41

１　調達内容

（１） 件　　　名 令和８年度コピー用紙等の購入（単価契約）

入札説明書及び仕様書による。（２） 仕　　　様

（３） 履行期間

（４） 履行場所 支出負担行為担当官の指定する場所（仕様書のとおり）

（５） 入札方法 　入札金額については、納入に要する一切の諸経費を含めた額とすること。

　なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセント

に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税

事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に

相当する金額を入札書に記載する。

２　競争参加資格

（１） 　予算決算及び会計令（以下、予決令と略す。）第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成

年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特

別の理由がある場合に該当する。

（２） 　予決令第71条各号に該当しない者であること。

（３） 　予決令第72条の規定に基づき、令和0７・0８・0９年度厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）

において、九州・沖縄地域で「物品の販売」のB、C又はD等級のいずれかの等級に格付けされている

者であること。

（４） 　社会保険等（厚生年金保険、健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの）、船員保険、国民年

金、労働保険をいう。）に加入しており、かつ保険料の滞納がない者であること。（直近2年間の保険料

の未納がないこと。）

（５） 　資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載をしていないと認められる者であること。

（６） 　経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。

（７） 　商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者でないこと。

（８） 　厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

（９） 　過去3年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。

３　電子調達システムの利用

　本入札案件は、政府電子調達システムにより行う。なお、政府電子調達システムによりがたい者は、支

出負担行為担当官に書面により申し出た場合に限り紙入札方式に変えることができる。

４　入札関係書類

（１） 配布場所

　〒840-0801　佐賀市駅前中央3丁目3番20号　佐賀第2合同庁舎4階

　佐賀労働局総務部総務課　（担当：会計第一係　田中）    電話番号：0952-32-7155

　調達ポータル、または佐賀労働局のホームページからダウンロード可能。

令和８年４月１日から令和９年３月31日まで



（２） 配布期間
令和8年2月2日(月)　本公告日から まで

（３） 入札説明会

令和8年2月2日(月)　（１）の場所において まで随時実施する。
入札説明書に関する照会は、上記（１）担当者にて受け付ける。

（４） 入札申込書等（証明書等）提出期限

令和8年2月3日(火) 12時00分 まで

（５） 入札書提出期限

令和8年2月4日(水) 10時30分 まで

ただし、紙入札により入札に参加し、入札書を持参する場合は、下記5入札会にて提出すること。

５　入札会の開札場所及び日時

（１） 紙入札の開札場所　

佐賀労働局　総務課横会議室（佐賀市駅前中央3丁目3番20号　佐賀第2合同庁舎4階）

（２） 紙入札の開札日時

令和8年2月4日(水) 11時00分 ※開札後、政府電子調達システムへの登録を行う。

（３） 政府電子調達システムの開札日時 

令和8年2月4日(水) 11時15分

６　その他

（１） 契約手続において使用する言語及び通貨

　日本語及び日本国通貨に限る。

（２） 入札保証金及び契約保証金

　免除

（３） 本件入札に要求される事項

　この一般競争入札に参加する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類及び封

印した入札書を、それぞれの受領期限までに提出しなければならない。入札者は、支出負担行為担

当官から当該書類に関し説明を求められた場合、これに応じなければならない。また、入札に参加を

希望する者は、上記確認書類とあわせて暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならな

い。

（４） 押印の不要
　担当者等から提出される契約関係書類は事業者としての決定であることから、押印は不要である。

（５） 入札書の無効

　本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札説明書の「無効入札」に該当する

入札書は、無効とする。

　また、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約

金を徴取する場合があり得る。

（６） 落札者の決定方法

　本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及

び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とする。

（７） 契約書作成の要否

　要　（原則、電子契約による）
（８） その他

　詳細は入札説明書及び仕様書による。



入　札　説　明　書

佐賀労働局の下記契約に係る入札については、入札公告、入札説明書及び仕様書等によるものとする。

１　競争入札に付する事項

（２） 仕　　　様

（３） 履行期間

（４） 履行場所

（５） 入札方法

仕様書による。

落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、

　入札者は、調達件名の本体価格のほか、業務の履行に要する一切の諸経費を含め契約

金額を見積もるものとする。

　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する

額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金

額とする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免

税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した

入札書を提出しなければならない。

（１） 件　　　名 令和８年度コピー用紙等の購入（単価契約）

佐賀労働局

仕様書による。

仕様書による。

（６） 入札保証金及び契約保証金　　　免除する。

（７） その他 　本案件は、政府電子調達システムにより執行する。なお、政府電子調達システムによりがたい

者は、支出負担行為担当官に書面により申し出のうえ、紙入札方式で参加することができる。

２　競争参加資格

　過去3年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。

　厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

　経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。

　資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。

　社会保険（厚生年金保険、健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの）、船員保険、国民年金をいう。）、

労働保険に加入し、かつ、保険料の滞納がない者であること。（直近2年間の保険料の未納がないこと。）

　令和07・08・09年度の厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）において、九州・沖縄地域で「物品の販

売」のB、C又はD等級のいずれかの等級に格付けされている者であること。

　予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

　予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人で

あって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

①

②

④

⑥

③

⑤

⑦

⑧

①

②

（１） 次の各号の一に該当するものであること。

　商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者でないこと。

　契約担当官等は、提出された書類を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用することはない。

　一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。

　一旦受領した書類は返却しない。

　資料等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。

　この一般競争に参加を希望する者は、以下に示す場所に競争参加資格を有することを証明する下記書類を

期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に

関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。

①

②

④

③

⑤

（２） 入札参加申込書等（証明書等）の提出について

⑨

あらかじめ入札参加申込書を提出した上、入札書を提出すること。

ただし、契約期間が次年度になる入札において、契約締結までに次年度の予算が成立しなかった場合は、契約締結

は予算が成立した日以降とする。また、暫定予算になった場合は、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみ

の契約とする場合がある。



・ 一般競争入札参加申込書（別紙1）　 　

３　契約条項を示す場所等

（１） 契約書の作成の要否

（２） 契約条項を示す場所（問い合わせ先）

　〒840-0801　佐賀市駅前中央3丁目3番20号　佐賀第2合同庁舎4階

（３） 入札説明会について

（ウ） 提出書類及び方法

（ア） 提出期限

　（２）の場所において まで随時実施する。令和8年2月2日(月)

令和8年2月3日(火) 12時00分 まで

　落札者の決定後、当該契約の締結につき、契約書の作成を要する。なお、契約は、原則電子契約による。

（イ） 提出場所

○ 電子調達システムによる場合

○ 紙入札による場合

　上記の書類に加え、「紙入札方式による参加にかかる理由書」（別紙3）を提出すること。

　スキャナ等により電子データ化したものを電

子調達システムにより送信すること。

（３） その他

　上記の提出書類を提出せず、又は虚偽の記載をした書類を提出した場合は、当該者の入札は無効とする。

・ 直近2年間の社会保険及び労働保険の保険料の納入が証

明できる書類（領収証の写しで可）（※）

・ 一般競争参加資格審査結果通知書（写）

・ 誓約書（別紙2）

・ コピー用紙総合評価指標（仕様書別紙）

　佐賀労働局総務部総務課　（担当：会計第一係　田中）    電話番号：0952-32-7155

提出書類 提出方法

　上記２（２）（イ）に同じ。

　入札説明会に関する照会は、上記２（２）イ担当者にて受け付ける。

　佐賀労働局ホームページから当該「入札説明書」等をダウンロードした場合は、事前に必ず別添「入札関係

書類受領書」を記載のメールアドレス宛に提出すること。（調達ポータルからダウンロードした場合は提出不要）

・ 入札金額内訳書（別紙4-2）　※任意様式可 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　

　

４　入札書等の提出について

　以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札を無効とする。なお、政府電子調達システムに

より応札する場合は、通信状況により提出期限内に入札書が到着しない場合があるので、時間の余裕を持って行う

こと。

　入札者は、その提出した入札書の引換、変更または取消しをすることはできない。

　なお、電報、ファックス、電話その他の方法による入札は認めない。

（１） 入札書の提出期限

（２） 入札書の提出場所

　上記２（２）（イ）に同じ。

令和8年2月4日(水) 10時30分

（３） 提出書類及び方法

① 電子調達システムによる場合

・ 委任状（別紙5）　※該当者のみ

　スキャナ等により電子データ化したものを添

付して、電子調達システムにより入札金額を送

信すること。

提出書類 提出方法

② 紙入札による場合

　上記①の書類に加え、「入札書」（別紙4）を提出すること。



５　入札無効

次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

① 参加する資格を有しない者による入札

② 当該競争入札について不正行為を行った者による入札

③ 書面による入札において記名を欠く入札

④ 入札書の金額及び記名について誤脱及び判読不可能なものがある入札

⑤ 入札金額の記載を訂正した入札

⑥ 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りがある入札

⑦ 1人で2以上の入札をした者による入札

⑧ 代理人でその資格のない者による入札

　支出負担行為担当官が要求する書類等を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとな

                   った者による入札

⑩ 前各号に掲げるもののほか競争の条件に違反した者による入札

６　入札の延期等

　入札参加者及びこれに関連する者が共謀結託その他の不正行為を行い、又は行おうとしていると認めるとき、また

               、入札条件の変更その他必要と認めるときは、入札を延期し、若しくは取り止めることがある。

７　開札（入札会）

（１） 開札の場所及び日時

① 紙入札の開札場所

② 紙入札の開札日時

③ 電子調達システムの開札日時 

※開札後、電子調達システムへの登録を行う。

令和8年2月4日(水)

（４） 代理人による入札

　代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称または商号、代理人であることの表

示及び当該代理人の氏名を記入して、入札書の提出期限までに「委任状」を提出すること。

　入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。

① 代理人が入札する場合は、委任の手続きを行うこと。

佐賀労働局　総務課横会議室（佐賀市駅前中央3丁目3番20号　佐賀第2合同庁舎4階）

11時00分令和8年2月4日(水)

11時15分

※ 　郵送（書留郵便等の配達記録が残るものに限る。）により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に「令和○

年○月○日開札［入札件名］の入札書在中」の旨記入し、中封筒には上記と同様に氏名等を記入すること。

②

③

⑨

（２）

（３）

　政府電子調達システムにより入札書を提出した場合には、立会は不要であるが、入札者又はその代理人は、

開札時刻には端末の前で待機しておくものとする。

　郵送により入札書を提出した場合は、再度入札となることも考慮し、必要に応じて複数枚の入札書を提出する

こと（封筒に必要事項のほか、何回目の入札書であるかを必ず明記すること）。

　入札書と入札金額内訳書は、封筒に入れ封印し、その封皮に氏名（法人の場合はその名称または商号）、

宛名（支出負担行為担当官佐賀労働局総務部長）及び「令和○年○月○日開札［入札件名］」を記入するこ

と。

※

　また、提出方法は持参もしくは郵送（書留郵便等の配達記録が残るものに限る。）によることとし、持参の場

合は下記７の入札会にて提出すること。

（４）　開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は

、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。

（５）　入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。

（６）　入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証

明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。



　開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないと

きは、再度の入札を行う（開札場所については（1）と同じ）。

　なお、政府電子調達システムにおいては、再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行う。

 　入札を辞退するときは、入札執行前までに、入札辞退届を支出負担行為担当官等に直接持参し、または郵送

               にて提出する。

　入札を辞退したものは、これを理由として以後の入札等について不利益な取り扱いを受けるものではない。

９　 落札者の決定方法

 　落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそ

 れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく

 不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低

           の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。

 　落札者となるべき者が二人以上あるときは、電子調達システムによる電子くじを実施することにより、落札者を決

              定するものとする。

　落札者が決定したときは、入札者にその氏名（法人の場合にはその名称）及び金額を口頭あるいは電子調達

システムにより通知するものとする。

１０　落札決定の取消し

　落札決定後であっても、入札に関して共謀結託その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札

               決定を取り消すことがある。

１１　代金の支払い

（１） 当方による検査に合格しなければ代金は支払わない。

（３） 請求書の宛名は「官署支出官　佐賀労働局長」とし、余白に振込先金融機関を表示すること。

（４） 当方の支払いは、適正な請求書を受理後、30日以内に指定された金融機関に振り込むこととする。

１２　入札結果（契約情報）の公表

　電子調達システムにより執行した案件については、入札結果を落札者の商号又は名称及び入札価格等を同

               システムに定める手続きに従い公表することとする。

　一定の条件を満たす案件については、入札件名、契約業者及び契約金額等を佐賀労働局ホームページ等に
          公表する。

１３　障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先

◎ ヘルプデスク　0570-000-683　　03-4332-7803（ＩＰ電話等をご利用の場合）

◎ ホームページ　https://www.p-portal.go.jp/

（２）

（１）

　本入札説明書２又は４に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、公告で示す競争参加

資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に

基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者

とする。

（２）

（１）

　最低価格落札方式とする。

（４）

（３）

（２）

（１）

 　ただし、申請書類、応札の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には、上記２（２）（イ）へ連絡するこ

と。

８　 入札の辞退

（２） 代金の請求は、契約内容がすべて履行された後、遅滞なく行うこととする。

１４　人権尊重への取り組み

入札参加者は、入札書の提出（GEPS の電子入札機能により入札した場合を含む）をもって「責任あるサプライチェ

ーン等における人権尊重のためのガイドライン」（令和４年９月１３日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る

関係府省庁施策推進・連絡会議決定）を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。

　入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札

の途中で開札場を退場することができない。

（７）

（８）



一　般　競　争　入　札　参　加　申　込　書

　下記の案件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し、競争入札に参加したく、下記により申込致します。

２　競争に参加する者に必要な資格に関する事項について

　令和07・08・09年度厚生労働省競争入札参加資格（全省庁統一資格）における等級

（　　　　　）等級

　仕様書に示す規格・内容を調達することができる。

　予算決算および会計令第７０条及び第７１条の規定に該当しない。

はい　・　いいえ

　支出負担行為担当官から取引停止の措置を受けている期間中ではない。

　社会保険等（厚生年金保険、健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの）、船員保険、

国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。）に加入し、該当する制度の保険料

の滞納がない。

　経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者である。

　商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者ではない。

　厚生労働省から、指名停止の措置を受けている期間中の者でない。

　入札説明書の交付を受けた者である。

　入札業者情報（紙入札業者は必ず記入すること）

１　事業所名

令和　　　　年　　　　月　　　　日

代表者職氏名又は代理人の氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

別紙１

１　件名 令和８年度コピー用紙等の購入（単価契約）

「物品の販売」

支出負担行為担当官

住所

商号又は名称

　資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、

又は記載をしなかった者ではない。

　過去３年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反に

より、行政処分等を受け又は送検されていないこと。

９　担当者メールアドレス（任意）

８  担当者電話番号（FAX番号）

７　担当者氏名

６　担当者所属所在地

５　担当者所属名称

４　代表者電話番号（FAX番号）

３　代表者職氏名

２　所在地

　

〒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

〒

　

　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　

佐賀労働局総務部長　和田　雅弘　殿

※この申込書は、入札参加資格要件を確認する重要なものであるため、誤記入がないよう関係書類をすべて確認して

から記載してください。

（１）

（２）

（４）

（６）

（３）

（５）

（７）

（８）

（10）

（９）

（11）

（12）

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ



　過去３年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政

処分を受け又は送検されていないこと。

誓　約　書

は、下記１、２のいずれにも該当しません。将来においても該当することはありません。

　また、下記３の事項につきまして誓約します。

　この誓約が虚偽であり、又は報告すべき事項を報告しなかった等のほか、この誓約に反したことにより

当方が不利益を被ることとなっても、異義は一切申し立てません。

　法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は

役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合

は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が暴力団（暴力団員による

不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。

以下同じ）又は暴力団員（同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ）であるとき

令和　　　　年　　　　月　　　　日

住所　（又は所在地）

社名及び代表者名（又は個人名）                                                            

※　個人の場合は生年月日も記載すること。

別紙２

□　私

□　当社

　また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。

記

１　契約相手方として不適当なもの

２　契約相手方として不適切な行為をするもの

　役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき

　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的

あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

　役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

　役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

（２）　法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者

（３）　取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者

（１）　暴力的な要求行為を行う者

　上記（１）から（３）について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても

同様であること。

　契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分

を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。

３　厚生労働省所管法令違反

（５）　その他前各号に準ずる行為を行う者

（４）　偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者

（１）

（２）

（４）

（３）

（５）

（１）

（２）

（４）

（３）

※　法人の場合は役員等名簿（別紙2-2）を添付すること。

　事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。



役　員　等　名　簿

 法人名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

別紙２－２

役　職　名

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（フリガナ）
氏　　名

（　　　　　　　　　　　　　　　）

生年月日

T

S　　　 年　　 月　 　日

H

備　　考

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　）

T

S　　　 年　　 月　 　日

H

T

S　　　 年　　 月　 　日

H

T

S　　　 年　　 月　 　日

H

T

S　　　 年　　 月　 　日

H

T

S　　　 年　　 月　 　日

H

T

S　　　 年　　 月　 　日

H

T

S　　　 年　　 月　 　日

H

T

S　　　 年　　 月　 　日

H

T

S　　　 年　　 月　 　日

H

T

S　　　 年　　 月　 　日

H

T

S　　　 年　　 月　 　日

H

（注）法人の場合、本様式には登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。



支出負担行為担当官

紙入札方式による参加にかかる理由書

１．入札案件名

別紙３

令和　　　　年　　　　月　　　　日

住 所

代表者職氏名

商号又は名称

記

２．電子調達システムでの参加ができない理由

の参加をいたします。

　下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式で

佐賀労働局総務部長　和田　雅弘　殿

令和８年度コピー用紙等の購入（単価契約）



入　札　書

　【入札金額内訳書の合計金額を記載すること。】

（消費税額及び地方消費税額を含まない。）

入札件名：

上記のとおり入札します。

（ 復 ） 代理人

別紙４

備考：　金額は、アラビア数字を用い、訂正又は抹消することはできない。

￥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

令和　　　　年　　　　月　　　　日

代表者職氏名

住 所

商号又は名称

　　　

落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字３ケタを記入すること。

なお、記載がない場合は、連絡先電話番号の末尾３桁を電子くじ番号とします。

契約書及び仕様書その他一切貴局の指示のとおりとする。

支出負担行為担当官

令和８年度コピー用紙等の購入（単価契約）

契約条件：

※

佐賀労働局総務部長　和田　雅弘　殿



入　札　書

　【入札金額内訳書の合計金額を記載すること。】

（消費税額及び地方消費税額を含まない。）

入札件名：

上記のとおり入札します。

（ 復 ） 代理人

別紙４

備考：　金額は、アラビア数字を用い、訂正又は抹消することはできない。

￥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

令和　　　　年　　　　月　　　　日

代表者職氏名

住 所

商号又は名称

　　　

落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字３ケタを記入すること。

なお、記載がない場合は、連絡先電話番号の末尾３桁を電子くじ番号とします。

契約書及び仕様書その他一切貴局の指示のとおりとする。

支出負担行為担当官

令和８年度コピー用紙等の購入（単価契約）

契約条件：

※

佐賀労働局総務部長　和田　雅弘　殿

　（再度入札用）



※該当する項目の□にチェック（✔）を入れること。

□　　　入札に係る諸願届出について　　

□　　　入札に係る諸願届出について

□　　　入札書について

□　　　契約締結について

今般下記の者を代理人として定め、下記権限を委任いたします。

支出負担行為担当官

□　　　入札書について

□　　　復代理人の選任について

□　　　代金の請求及び受領について

復代理人への委任事項

【委任事項】

記

（受任者）

（委任者）

【件　　　名】

委　任　状

別紙５

令和　　　　年　　　　月　　　　日

佐賀労働局総務部長　和田　雅弘　殿

住 所

代表者職氏名

商号又は名称

住 所

氏 名

所属(役職名)

令和８年度コピー用紙等の購入（単価契約）



※該当する項目の□にチェック（✔）を入れること。

□　　　入札に係る諸願届出について　　

□　　　入札書について

今般下記の者を復代理人として定め、下記権限を委任いたします。

支出負担行為担当官

【委任事項】

記

（受任者）

（委任者）

【件　　　名】

委　任　状（復代理人用）

別紙５－２

令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

佐賀労働局総務部長　和田　雅弘　殿

住 所

氏 名

所属(役職名)

住 所

氏 名

所属(役職名)

令和８年度コピー用紙等の購入（単価契約）



仕 様 書  

 

佐賀労働局総務部総務課 

 

１．件名      令和８年度 コピー用紙等の購入（単価契約） 

 

２．規格       別紙 1「仕様書別表」のとおり。 

※環境物品等の調達の推進に関する基本方針の判断基準等を満たすもの

であること。（別添参照） 

※日本産業規格（JIS）によること。 

 

３．外観・形状等 ・折れ、しわ、傷、汚れ、異物等の混入のない用紙であること。 

          ・用紙の切り口には、バリがないこと。 

          ・高速プリンター及び複写機等で使用でき、平滑性が高く、紙詰まりしに

くいものであること。 

・両面コピーに対応した用紙であること。 

・長期保存に適しているものであること。 

 

４．数量       別紙 1「仕様書別表」のとおり。  

※数量については、契約期間内においての概算予定数量である

ため、増減があることについて予め了承すること。  

 

５．発注     原則として、毎月 5日及び 20日に発注する。但し、発注日が休日となる場

合や突発的に必要となった場合はこの限りではない。 

 

６．納入期限    発注日の翌日から起算して 10日以内（閉庁日除く） 

          ※納品する際は、発注時にこちらより送付する「納品確認書」に、日付及

び確認印を各納入場所の担当者から受領すること。 

 

７．納入形態    用紙は防湿加工を施した包装紙で〆ごとに包装し、コピー用紙については

仕様書別表の「入数」ごとに段ボール箱に梱包の上、納品すること。 

         なお、発注が枚単位のものについては、種類ごとに包装すること。 

 

８．納入場所   別紙 2「納入場所一覧」のとおり。 

                    

９．契約期間   令和８年４月１日～令和９年３月 31日 

 

10．入札保証金   免除 

 

11．契約保証金   免除 

 



12．特記事項     ・納入予定のコピー用紙については、各評価指標値・配点を別紙 3「コピ

ー用紙総合評価指標」に記入し、総合評価値を示すこと。 

・納入業者は、発注者が上記に示す規格との適合状況等の確認を行うた

め、関係書類の提出を求めた場合は、速やかに提出すること。 

・納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合してい

ないことを知った時から 1 年以内に（数量又は権利の不適合について

は期限制限なく）その旨を落札業者に通知した場合は、落札業者の責任

と費用負担により、他の良品との引き換え、修理または不足分の引渡し

を行うこと。 

・納品物の数量及び規格が発注内容と異なる場合は、直ちに発注内容と

同様物を再納品すること。 

・請求書は 1 ヶ月分をとりまとめのうえ提出することとし、各課・室及

び署所（付属施設含む）毎の内訳を記載すること。 

 

13．その他      ・入札金額には、搬入等の一切の諸経費並びに消費税額及び地方消費税

額を含むものとする。 

・落札者は、入札金額が予定価格以下で最低の価格をもって申し込みを

したものとする。 

・開札の結果、予定価格に達しなかった場合においては、直ちに再度入 

            札を執行する。 

・入札書及び委任状の様式については指定する。 

・指定する日時までに、証明書等審査に必要な書類を提出しなければな

らない。 

・提出された書類で、当局が採用し得ると判断した者のみ落札決定の対

象とする。 

・その他、当局の指示に従うとともに、疑義が生じた場合には速やか 

            に当局あて協議を行うこと。 



仕様書別表 別紙１

品名 単位 入数 数量

Ａ４ 箱 500枚×5〆 3,612

Ａ３ 箱 500枚×3〆 122

Ｂ４ 箱 500枚×5〆 4

A4中厚 空色 〆 500枚 7

A4中厚 ラベンダー 〆 500枚 2

A4中厚 桜 〆 500枚 6

A4中厚 レモン 〆 500枚 16

A4中厚 鶯 〆 500枚 9

上質紙 104.7ｇ/m² 、白色度88%程度 白（Ａ４） 〆 500枚 1

上質紙 127.9ｇ/m² 、白色度88%程度 白（Ａ４） 〆 500枚 1

上質紙 157ｇ/m² 、白色度88%程度 白（Ａ４） 〆 500枚 4

白（A4） 枚 1,200

白(B4） 枚 30

白（A４） 枚 1,050

白（A3） 枚 50

白（A４） 枚 800

上質紙 中性紙 PPC・LP・I JP印刷用 A4 〆 500枚 15

※環境物品等の調達の推進に関する基本方針の判断基準を満たすものであること。

※本仕様書について疑義が生じた場合、また、本仕様書に明記なき詳細事項については、速やかに当局あて

 　協議を行うこと。

白表紙（310ｇ/m²）

規格

ＰＰＣ用紙

色上質紙

マット
コート紙（127.9ｇ/m²）

高板紙（209.4ｇ/m²）
厚紙



別紙２

官　署　名

佐賀労働局(総務部・基準部）

佐賀労働局(職業安定部）

佐賀労働局(雇用環境・均等室）

2 佐賀労働基準監督署

3 唐津労働基準監督署

4 武雄労働基準監督署

5 伊万里労働基準監督署

6 佐賀公共職業安定所

7 ヤングハローワークSAGA

8 唐津公共職業安定所

9 武雄公共職業安定所

10 伊万里公共職業安定所

11 鳥栖公共職業安定所

12 鹿島公共職業安定所

〒841-0035　鳥栖市東町１-1073 0942-82-3108

〒849-1311　鹿島市高津原二本松3524-3 0954-62-4168

〒847-0817　唐津市熊原町3193 0955-72-8609

〒843-0023　武雄市武雄町昭和39-9 0954-22-4155

〒848-0027　伊万里市立花町通谷1542-25 0955-23-2131

0952-24-2616

〒840-0801　佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎3階　 0952-32-7133

〒847-0861　唐津市二タ子3-214-6　唐津港湾合同庁舎1階 0955-73-2179

〒843-0023　武雄市武雄町昭和758　 0954-22-2165

〒848-0027　伊万里市立花町大尾1891-64　 0955-23-4155

〒840-0826　佐賀市白山2-1-15 0952-24-4361

〒840-0834　佐賀市八幡小路2-3　1階

〒840-0801　佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎6階 0952-32-7216

〒840-0801　佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎5階 0952-32-7218

1

納入場所一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　

所在地 TEL

〒840-0801　佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎4階 0952-32-7155



別紙３

支出負担行為担当官　佐賀労働局総務部長　殿

メーカー名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

製品名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

会社名及び 　
代表者氏名

古紙パルプ配合率 ％ 　　　　　　点

森林認証材パルプ及び間伐材
パルプの合計利用割合

％ 　　　　　　点

その他の持続可能性を目指し
たパルプ利用割合

％ 　　　　　　点

白　色　度 ％ 　　　　　　点

坪　　量 ｇ/㎡ 　　　　　　点

総合評価値 －

コピー用紙総合評価指標

　作成年月日：　　　　年　　　　月　　　　日

指標項目 指標値 評価値



⎔ቃ≀ရ等の調㐩の᥎㐍に関する基ᮏ方㔪 

௧࿴㸵（㸰㸮㸰㸳）年㸯月 

ᅜ等による⎔ቃ≀ရ等の調㐩の᥎㐍等に関するἲᚊ（グࣜーン㉎ධἲ）、ࡣ≀この༳ๅۑ

に基࡙ࡃ基ᮏ方㔪のุ断の基準を‶たす⣬を使用࡚ࡋいますࠋ 

 ♧⾲イクル適ᛶのࢧࣜۑ

この༳ๅ≀ࡣ Aランクの㈨材のみを使用࡚ࡋおり、༳ๅ用の⣬にࣜࢧイクルできますࠋ

⎔ቃ省኱⮧ᐁᡣ⎔ቃ⤒῭ㄢ

ࠛ100-8975 ᮾி㒔༓௦⏣༊㟘が関 1－2－2 

〇ရ対策・グࣜーンዎ約᥎㐍ಀ

TEL   : 03-5521-8229   E-mail : gpl@env.go.jp 

ホー࣒ページ࠙グࣜーン㉎ධἲ�QHWࠚ
https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/index.html
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㸰㸬⣬ 類 

�1� ရ目及びุ断の基準等 

࠙᝟ሗ用⣬ࠚ 

コࣆー用⣬ ุ࠙断の基準ࠚ 

ձྂ⣬パルプ㓄合率、᳃ᯘ認ド材パルプ利用๭合、間ఆ材等パルプ利

用๭合、ࡑの௚の持⥆ྍ能ᛶを目ᣦࡋたཎᩱの調㐩方㔪に基࡙い࡚

使用するパルプ利用๭合、ⓑⰍ度及びᆤ量を備⪃㸳の⟬定式により

⥲合的にホ౯ࡋた⥲合ホ౯値が8�以上で࠶ることࠋ 

ղバージンパルプが使用ࢀࡉる場合にࡑ、ࡣ࡚ࡗ࠶のཎᩱのཎᮌࡣ、

ఆ採に当た࡚ࡗ、ཎᮌの⏕⏘ࢀࡉたᅜཪࡣᆅᇦにおける᳃ᯘに関す

るἲ௧に照࡚ࡋࡽ手⥆が適切になࢀࡉたࡶので࠶ることࠋたࡋࡔ、

合ᯈ・〇材ᕤ場ࡽ࠿Ⓨ⏕する➃材、ᯘᆅ残材・小ᚄᮌ等の෌⏕㈨※

により〇㐀ࢀࡉたバージンパルプにࡣ適用ࡋないࠋ 

ճ〇ရに⥲合ホ౯値及びࡑの内ヂ（ᣦᶆ㡯目ごとの、ᣦᶆ値ཪࡣຍ⟬

値、及びホ౯値）がグ㍕࡚ࢀࡉいることࠋたࡋࡔ、〇ရにࡑの内ヂ

がグ㍕できない場合ࡣ、࢘ エブࢧイト等でᐜ᫆に確認できるように

 ࠋཧ照ඛを明確にすること、ࡋ

࠙㓄៖஦㡯ࠚ 

ձྂ⣬パルプ㓄合率がྍ能な限り㧗いࡶので࠶ることࠋ 

ղバージンパルプがཎᩱと࡚ࡋ使用ࢀࡉる場合にࡣ࡚ࡗ࠶、ཎᩱとࡉ

ࢀࡉฟ⏘ࡽ࠿いる᳃ᯘ࡚ࢀ持⥆ྍ能な᳃ᯘ⤒ႠがႠまࡣるཎᮌࢀ

たࡶので࠶ることࠋまた、᳃ᯘ認ド材パルプ及び間ఆ材等パルプの

利用๭合がྍ能な限り㧗いࡶので࠶ることࠋ 

ճ〇ရのໟ装ཪࡣᲕໟࡣ、ྍ 能な限り⡆᫆で࡚ࡗ࠶、෌⏕利用のᐜ᫆

 ࠋいること࡚ࢀࡉ及びᗫᲠ時の㈇Ⲵప減に㓄៖ࡉ

備⪃）㸯 ࠕ持⥆ྍ能ᛶを目ᣦࡋたཎᩱの調㐩方㔪に基࡙い࡚使用するパルプࠖとࡣ、次のいࢀࡎ

 ࠋをいう࠿

ア㸬᳃ᯘの᭷するከ面的機能を維持ࡋ、᳃ᯘをຎ化ࡎࡏࡉ、᳃ᯘ面✚を減ᑡࡏࡉないよう

にするなど᳃ᯘ㈨※をᚠ⎔的・持⥆的に利用するほ点ࡽ࠿⤒Ⴀࡘ࠿、ࢀࡉ、⏕≀ከᵝ

ᛶのಖ全等の⎔ቃ的ඃ఩ᛶ、ປാ⪅の೺ᗣࡸᏳ全への㓄៖等の♫఍的ඃ఩ᛶの確ಖに

調㐩するとの方㔪に基࡙い࡚使用࡚ࡗたᮌ材に限ࢀࡉฟ⏘ࡽ࠿た᳃ᯘࢀࡉい࡚㓄៖ࡘ

するパルプ 

イ㸬㈨※の᭷効活用となる෌・ᮍ利用ᮌ材（ᗫᮌ材、ᘓ設Ⓨ⏕ᮌ材、ప఩利用ᮌ材（ᯘᆅ

残材、ࢇ࠿ᮌ、ᮌの᰿、⑓⹸⋇ᐖ・⅏ᐖなどをཷけた୸ኴࡽ࠿ᚓࢀࡽるᮌ材、᭤がり

材、小ᚄ材などのᮌ材）及びᗫ᳜≀⧄維）を調㐩するとの方㔪に基࡙い࡚使用するパ

ルプ 

㸰 ࠕ間ఆ材等ࠖとࡣ、間ఆ材ཪࡣ➉をいうࠋ 

㸱 ࠕᣦᶆ㡯目ࠖとࡣ、ྂ⣬パルプ㓄合率、᳃ᯘ認ド材パルプ利用๭合、間ఆ材等パルプ利

用๭合、ࡑの௚の持⥆ྍ能ᛶを目ᣦࡋたパルプ利用๭合、ⓑⰍ度及びᆤ量をいうࠋ 

また、ࡑࠕの௚の持⥆ྍ能ᛶを目ᣦࡋたパルプ利用๭合ࠖとࡣ、᳃ᯘ認ド材パルプ利用๭

合及び間ఆ材等パルプ利用๭合にᩘ量ィ上ࡋたࡶのを除ࡃ持⥆ྍ能ᛶを目ᣦࡋたཎᩱの調

㐩方㔪に基࡙い࡚使用するパルプをいうࠋ 

㸲 ࠕ⥲合ホ౯値ࠖとࡣ備⪃㸳に♧ࢀࡉる < の値をいうࠋ 

るࢀࡉ♧備⪃㸳に、ࡣᣦᶆ値ࠖとࠕ [1�[2�[3�[4のᣦᶆ㡯目ごとの値を、ࠕຍ⟬値ࠖとࡣ、
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備⪃㸳に♧ࢀࡉる [��[�のᣦᶆ㡯目ごとの値をいうࠋ 

備⪃㸳の、ࡣホ౯値ࠖとࠕ \1�\2�\3�\4�\�にࡘい࡚♧ࢀࡉる式により⟬ฟࢀࡉたᩘ値をい

うࠋ 

㸳 ⥲合ホ౯値、ホ౯値、ᣦᶆ値、ຍ⟬値ࡣ以下の式によるࠋ 

<   �\1 � \2 � \3� � \4 � \�

\1   [1 ̽ 2� （��ӌ[1ӌ1��） 

\2   [2 � [3 （�ӌ[2 � [3ӌ3�） 

\3   ����[4 （�ӌ[4ӌ3�） 

\4   ̽ [� � �� （��ӌ[�ӌ��� [�㸺��Ѝ[� ��� [�㸼��Ѝ[� ��） 

\�   ̽ 2��[� � 1�� （�2ӌ[�ӌ�8� [�㸺�2Ѝ[� �2� [�㸼�8Ѝ[� �8） 

< 及び  ࠋ次のᩘ値を⾲すࡣ�]��]�4]�3]�2]�1]��\�4\�3\�2\�1\

<（⥲合ホ౯値）㸸\1�\2�\3�\4�\�の合ィ値を⟬ฟࡋ小ᩘ点以下を切りᤞ࡚たᩘ値 

\1㸸ྂ⣬パルプ㓄合率にಀるホ౯値を⟬ฟࡋ小ᩘ点➨二఩をᅄᤞ஬ධࡋたᩘ値 

\2㸸᳃ᯘ認ド材パルプ及び間ఆ材等パルプの合ィ利用๭合にಀるホ౯値を⟬ฟࡋ小

ᩘ点➨二఩をᅄᤞ஬ධࡋたᩘ値 

\3㸸ࡑの௚の持⥆ྍ能ᛶを目ᣦࡋたパルプ利用๭合にಀるホ౯値を⟬ฟࡋ小ᩘ点➨

二఩をᅄᤞ஬ධࡋたᩘ値 

\4㸸ⓑⰍ度にಀるຍ⟬値を⟬ฟࡋ小ᩘ点➨二఩をᅄᤞ஬ධࡋたᩘ値 

\�㸸ᆤ量にಀるຍ⟬値を⟬ฟࡋ小ᩘ点➨二఩をᅄᤞ஬ධࡋたᩘ値 

[1㸸最పಖドのྂ⣬パルプ㓄合率（㸣） 

[2㸸᳃ᯘ認ド材パルプ利用๭合（㸣） 

[2 㸻 （᳃ᯘ認ド材パルプ㸭バージンパルプ）�（1��－[1） 

[3㸸間ఆ材等パルプ利用๭合（㸣） 

[3 㸻 （間ఆ材等パルプ㸭バージンパルプ）�（1��－[1） 

[4㸸ࡑの௚の持⥆ྍ能ᛶを目ᣦࡋたパルプ利用๭合（㸣） 

[4 㸻 （ࡑの௚の持⥆ྍ能ᛶを目ᣦࡋたパルプ㸭バージンパルプ）�（1��－[1） 

[�㸸ⓑⰍ度（㸣） 

ⓑⰍ度ࡣ⏕⏘時の〇ရࣟットごとの管理ᶆ準値とࡋ、管理ᶆ準値s3㸣の範囲内

にࡘい࡚ࡣチᐜするࠋたࡋࡔ、ࣟ ットごとのⰍ合ࡏࢃの調ᩚ以外に╔Ⰽࢀࡉた場

合（ពᅗ的にⓑⰍ度を下ࡆる場合）ࡣຍ点対象となࡽないࠋ 

[�㸸ᆤ量（J�੍） 

ᆤ量ࡣ⏕⏘時の〇ရࣟットごとの管理ᶆ準値とࡋ、管理ᶆ準値のs�㸣の範囲内

にࡘい࡚ࡣチᐜするࠋ 

㸴 調㐩を⾜うྛ機関ࡣ、ᆤ量の小ࡉいコࣆー用⣬ࡣ、」෗機等の使用時に┦対的に࢝ール、

⣬詰まり、⿬ᢤけ等がⓎ⏕するࣜスクが㧗まる場合が࠶るたࡵ、過度にᆤ量の小ࡉい〇ရ

の調㐩にࡣ␃ពが必要で࠶るࠋ 

㸵 調㐩を⾜うྛ機関ࡣ、コࣆー用⣬を」෗機、プࣜンタ等に使用する場合ࡣ、ཎᩱ⾲♧ࡸ

〇ရ௙ᵝ等、⣬〇㐀஦業⪅等が〇ရ及び࢘エブࢧイトにබ⾲する᝟ሗᥦ౪を㋃ま࠼、ᮏయ

機器への適ᛶࡸ༳ๅရ質に␃ពࡋ、調㐩を⾜うことࠋ 

㸶 ⣬のཎᩱとなるཎᮌにࡘい࡚の合ἲᛶ及び持⥆ྍ能な᳃ᯘ⤒ႠがႠま࡚ࢀいる᳃ᯘࡽ࠿

の⏘ฟにಀる確認を⾜う場合にࡣ、ᮌ材関連஦業⪅にࡣ࡚ࡗ࠶、合ἲఆ採ᮌ材等の流㏻及

び利用のಁ㐍に関するἲᚊ（ᖹᡂ 28 年ἲᚊ➨ 48 （ࠋクࣜーン࢘ッドἲࠖというࠕ以下ࠋྕ

に๎するととࡶに、ᯘ㔝ᗇ作ᡂのࠕᮌ材・ᮌ材〇ရの合ἲᛶ、持⥆ྍ能ᛶのド明のたࡵの

ガイドライン（ᖹᡂ 18 年㸰月）ࠖ に準ᣐ࡚ࡋ⾜うࡶのとするࠋまた、ᮌ材関連஦業⪅以外

にࡣ࡚ࡗ࠶、ྠガイドラインに準ᣐ࡚ࡋ⾜うࡶのとするࠋ 
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㸷 ⣬のཎᩱとなる間ఆ材の確認ࡣ、ᯘ㔝ᗇ作ᡂのࠕ間ఆ材ࢳップの確認のたࡵのガイドラ

イン（ᖹᡂ 21 年㸰月）ࠖ に準ᣐ࡚ࡋ⾜うࡶのとするࠋ 

㸯㸮 ⣬の場合ࡣ、」ᩘのᮌ材ࢳップをΰ合࡚ࡋ⏕⏘するたࡵ、〇㐀ᕤ⛬におい࡚〇ရごと

の実㓄合をᢸಖすることがᅔ㞴等の理⏤を຺᱌ࡋ、間ఆ材等の管理方ἲࡣ⎔ቃ省作ᡂのࠕ᳃

ᯘ認ド材・間ఆ材にಀるクレジット方式運用ガイドライン（ᖹᡂ 21 年㸰月 13 日）ࠖ に準ᣐ

制度に基ྛ、ࡣい࡚ࡘまた、᳃ᯘ認ド材にࠋたクレジット方式を採用することができるࡋ

 ࠋクレジット方式により運用を⾜うことができるࡃ࡙

なお、ࠕクレジット方式ࠖとࡣ、ಶࠎの〇ရに実㓄合࡚ࢀࡉいる࠿ྰ࠿をၥࡎࢃ、୍定期

間に〇㐀ࢀࡉた〇ရ全యに使用ࢀࡉた᳃ᯘ認ド材・間ఆ材等とࢀࡑ以外のཎᩱの使用量に

基࡙き、ಶࠎの〇ရに対ࡋ᳃ᯘ認ド材・間ఆ材等が等ࡃࡋ使࡚ࢀࢃいるとみなす方式をい

うࠋ 

フ࢛ー࣒用⣬ ุ࠙断の基準ࠚ 

ձྂ⣬パルプ㓄合率��㸣以上ࡘ࠿ⓑⰍ度��㸣⛬度以下で࠶ることࠋ 

ղバージンパルプが使用ࢀࡉる場合にࡑ、ࡣ࡚ࡗ࠶のཎᩱのཎᮌࡣ、

ఆ採に当た࡚ࡗ、ཎᮌの⏕⏘ࢀࡉたᅜཪࡣᆅᇦにおける᳃ᯘに関

するἲ௧に照࡚ࡋࡽ手⥆が適切になࢀࡉたࡶので࠶ることࠋたࡔ

Ⓨ⏕する➃材、ᯘᆅ残材・小ᚄᮌ等の෌ࡽ࠿合ᯈ・〇材ᕤ場、ࡋ

⏕㈨※により〇㐀ࢀࡉたバージンパルプにࡣ適用ࡋないࠋ 

ճሬᕤ࡚ࢀࡉいるࡶのにࡘい࡚ࡣ、ሬᕤ量が୧面で12J�੍以下で࠶

ることࠋ 

࠙㓄៖஦㡯ࠚ 

ձバージンパルプが使用ࢀࡉる場合にࡑ、ࡣ࡚ࡗ࠶のཎᩱのཎᮌࡣ

持⥆ྍ能な᳃ᯘ⤒ႠがႠま࡚ࢀいる᳃ᯘࡽ࠿⏘ฟࢀࡉたࡶので࠶

ることࠋまた、᳃ᯘ認ド材パルプ及び間ఆ材パルプの利用๭合が

ྍ能な限り㧗いࡶので࠶ることࠋ 

ղ〇ရのໟ装ཪࡣᲕໟࡣ、ྍ能な限り⡆᫆で࡚ࡗ࠶、෌⏕利用のᐜ

 ࠋいること࡚ࢀࡉ及びᗫᲠ時の㈇Ⲵప減に㓄៖ࡉ᫆
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インクジ࢙ット࢝ラ

ープࣜンター用ሬᕤ

⣬ 

ุ࠙断の基準ࠚ 

ձྂ⣬パルプ㓄合率��㸣以上で࠶ることࠋ 

ղバージンパルプが使用ࢀࡉる場合にࡑ、ࡣ࡚ࡗ࠶のཎᩱのཎᮌࡣ、

ఆ採に当た࡚ࡗ、ཎᮌの⏕⏘ࢀࡉたᅜཪࡣᆅᇦにおける᳃ᯘに関

するἲ௧に照࡚ࡋࡽ手⥆が適切になࢀࡉたࡶので࠶ることࠋたࡔ

Ⓨ⏕する➃材、ᯘᆅ残材・小ᚄᮌ等の෌ࡽ࠿合ᯈ・〇材ᕤ場、ࡋ

⏕㈨※により〇㐀ࢀࡉたバージンパルプにࡣ適用ࡋないࠋ 

ճሬᕤ量が୧面で2�J�੍以下で࠶ることࠋたࡋࡔ、∦面の最኱ሬᕤ

量12ࡣJ�੍とするࠋ 

࠙㓄៖஦㡯ࠚ 

ձྂ⣬パルプ㓄合率がྍ能な限り㧗いࡶので࠶ることࠋ 

ղバージンパルプが使用ࢀࡉる場合にࡑ、ࡣ࡚ࡗ࠶のཎᩱのཎᮌࡣ

持⥆ྍ能な᳃ᯘ⤒ႠがႠま࡚ࢀいる᳃ᯘࡽ࠿⏘ฟࢀࡉたࡶので࠶

ることࠋまた、᳃ᯘ認ド材パルプ及び間ఆ材パルプの利用๭合が

ྍ能な限り㧗いࡶので࠶ることࠋ 

ճ〇ရのໟ装ཪࡣᲕໟࡣ、ྍ能な限り⡆᫆で࡚ࡗ࠶、෌⏕利用のᐜ

 ࠋいること࡚ࢀࡉ及びᗫᲠ時の㈇Ⲵప減に㓄៖ࡉ᫆

備⪃） ⣬のཎᩱとなるཎᮌにࡘい࡚の合ἲᛶ及び持⥆ྍ能な᳃ᯘ⤒ႠがႠま࡚ࢀいる᳃ᯘࡽ࠿の⏘

ฟにಀる確認を⾜う場合にࡣ、ᮌ材関連஦業⪅にࡣ࡚ࡗ࠶、クࣜーン࢘ッドἲに๎するととࡶ

に、ᯘ㔝ᗇ作ᡂのࠕᮌ材・ᮌ材〇ရの合ἲᛶ、持⥆ྍ能ᛶのド明のたࡵのガイドライン（ᖹᡂ

18 年㸰月）ࠖ に準ᣐ࡚ࡋ⾜うࡶのとするࠋまた、ᮌ材関連஦業⪅以外にࡣ࡚ࡗ࠶、ྠガイドライ

ンに準ᣐ࡚ࡋ⾜うࡶのとするࠋ 
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࠙༳ๅ用⣬ࠚ 

ሬᕤ࡚ࢀࡉいない

༳ๅ用⣬ 

ሬᕤ࡚ࢀࡉいる༳

ๅ用⣬ 

ุ࠙断の基準ࠚ 

ձ次のい࠿ࢀࡎの要௳を‶たすことࠋ 

ア㸬ሬᕤ࡚ࢀࡉいないࡶのにࡣ࡚ࡗ࠶、ྂ⣬パルプ㓄合率、᳃ᯘ認

ド材パルプ㓄合率、間ఆ材等パルプ㓄合率、管理ᮌ材パルプ㓄合

率、ࡑの௚の持⥆ྍ能ᛶを目ᣦࡋたཎᩱの調㐩方㔪に基࡙い࡚使

用するパルプ㓄合率及びⓑⰍ度を備⪃㸴の⟬定式により⥲合的に

ホ౯ࡋた⥲合ホ౯値が8�以上で࠶ることࠋ 

イ㸬ሬᕤ࡚ࢀࡉいるࡶのにࡣ࡚ࡗ࠶、ྂ⣬パルプ㓄合率、᳃ᯘ認ド

材パルプ㓄合率、間ఆ材等パルプ㓄合率、管理ᮌ材パルプ㓄合率、

たཎᩱの調㐩方㔪に基࡙い࡚使用すࡋの௚の持⥆ྍ能ᛶを目ᣦࡑ

るパルプ㓄合率及びሬᕤ量を備⪃㸴の⟬定式により⥲合的にホ౯

 ࠋること࠶た⥲合ホ౯値が8�以上でࡋ

ղྂ⣬パルプ、᳃ᯘ認ド材パルプ、間ఆ材等パルプ、管理ᮌ材パルプ

及びࡑの௚の持⥆ྍ能ᛶを目ᣦࡋたཎᩱの調㐩方㔪に基࡙い࡚使用

するパルプ以外のパルプをཎᩱと࡚ࡋ使用ࡋないことࠋ 

ճバージンパルプが使用ࢀࡉる場合にࡑ、ࡣ࡚ࡗ࠶のཎᩱのཎᮌࡣ、

ఆ採に当た࡚ࡗ、ཎᮌの⏕⏘ࢀࡉたᅜཪࡣᆅᇦにおける᳃ᯘに関す

るἲ௧に照࡚ࡋࡽ手⥆が適切になࢀࡉたࡶので࠶ることࠋたࡋࡔ、

合ᯈ・〇材ᕤ場ࡽ࠿Ⓨ⏕する➃材、ᯘᆅ残材・小ᚄᮌ等の෌⏕㈨※

により〇㐀ࢀࡉたバージンパルプにࡣ適用ࡋないࠋ 

մ〇ရの⥲合ホ౯値及びࡑの内ヂ（ᣦᶆ㡯目ごとの、ᣦᶆ値ཪࡣຍ⟬

値、及びホ౯値）が࢘エブࢧイト等でᐜ᫆に確認できることࠋ 

յ෌⏕利用ࡋにࡃいຍᕤが施࡚ࢀࡉいないことࠋ 

࠙㓄៖஦㡯ࠚ 

ձ⥲合ホ౯値がより㧗いࡶので࠶ることࠋ 

ղྂ⣬パルプ㓄合率がྍ能な限り㧗いࡶので࠶ることࠋ 

ճバージンパルプがཎᩱと࡚ࡋ使用ࢀࡉる場合にࡣ࡚ࡗ࠶、ཎᩱとࡉ

たࢀࡉฟ⏘ࡽ࠿いる᳃ᯘ࡚ࢀ持⥆ྍ能な᳃ᯘ⤒ႠがႠまࡣるཎᮌࢀ

また、᳃ᯘ認ド材パルプ及び間ఆ材等パルプの㓄ࠋること࠶のでࡶ

合率がྍ能な限り㧗いࡶので࠶ることࠋ 

մ〇ရのໟ装ཪࡣᲕໟࡣ、ྍ能な限り⡆᫆で࡚ࡗ࠶、෌⏕利用のᐜ᫆

 ࠋいること࡚ࢀࡉ及びᗫᲠ時の㈇Ⲵప減に㓄៖ࡉ

備⪃）㸯 ࠕ管理ᮌ材パルプࠖとࡣ、᳃ᯘ認ド材とࡣ␗なるが、᳃ᯘ認ド制度によりᐜ認ࢀࡉない分

類にᒓࡉないᮌ材で࡚ࡗ࠶、認ドྲྀᚓ⤌⧊間のみでྲྀり引きࡑ、ࢀࡉの適᱁ᛶにࡘい࡚➨୕

⪅認ド機関によ࡚ࡗ検ドࢀࡉたᮌ材をཎᩱとするパルプをいうࠋ 

㸰 ࡑࠕの௚の持⥆ྍ能ᛶを目ᣦࡋたཎᩱの調㐩方㔪に基࡙い࡚使用するパルプ（以下ࡑࠕの

௚の持⥆ྍ能ᛶを目ᣦࡋたパルプࠖというࠋ）ࠖ とࡣ、次のい࠿ࢀࡎをいう（᳃ᯘ認ド材パル

プ、間ఆ材等パルプ及び管理ᮌ材パルプに該当するࡶのを除ࠋ（ࠋࡃ 

ア㸬᳃ᯘの᭷するከ面的機能を維持ࡋ、᳃ᯘをຎ化ࡎࡏࡉ、᳃ᯘ面✚を減ᑡࡏࡉないように

するなど᳃ᯘ㈨※をᚠ⎔的・持⥆的に利用するほ点ࡽ࠿⤒Ⴀࡘ࠿、ࢀࡉ、⏕≀ከᵝᛶの

ಖ全等の⎔ቃ的ඃ఩ᛶ、ປാ⪅の೺ᗣࡸᏳ全への㓄៖等の♫఍的ඃ఩ᛶの確ಖにࡘい࡚

㓄៖ࢀࡉた᳃ᯘࡽ࠿⏘ฟࢀࡉたᮌ材に限࡚ࡗ調㐩するとの方㔪に基࡙い࡚使用するパ

ルプ 

イ㸬㈨※の᭷効活用となる෌・ᮍ利用ᮌ材（ᗫᮌ材、ᘓ設Ⓨ⏕ᮌ材、ప఩利用ᮌ材（ᯘᆅ残
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材、ࢇ࠿ᮌ、ᮌの᰿、⑓⹸⋇ᐖ・⅏ᐖなどをཷけた୸ኴࡽ࠿ᚓࢀࡽるᮌ材、᭤がり材、

小ᚄ材などのᮌ材）及びᗫ᳜≀⧄維）を調㐩するとの方㔪に基࡙い࡚使用するパルプ 

㸱 ࠕ間ఆ材等ࠖとࡣ、間ఆ材ཪࡣ➉をいうࠋ 

㸲 ࠕᣦᶆ㡯目ࠖとࡣ、ྂ⣬パルプ㓄合率、᳃ᯘ認ド材パルプ㓄合率、間ఆ材等パルプ㓄合率、

管理ᮌ材パルプ㓄合率、ࡑの௚の持⥆ྍ能ᛶを目ᣦࡋたパルプ㓄合率、ⓑⰍ度及びሬᕤ量を

いうࠋ 

㸳 ࠕ⥲合ホ౯値ࠖとࡣ備⪃㸴に♧ࢀࡉる <1ཪࡣ <2の値をいうࠋ 

るࢀࡉ♧備⪃㸴に、ࡣᣦᶆ値ࠖとࠕ [1�[2�[3�[4�[�のᣦᶆ㡯目ごとの値を、ࠕຍ⟬値ࠖとࡣ、

備⪃㸴に♧ࢀࡉる [��[8のᣦᶆ㡯目ごとの値をいうࠋ 

備⪃㸴の、ࡣホ౯値ࠖとࠕ \1�\2�\3�\4�\� にࡘい࡚♧ࢀࡉる式により⟬ฟࢀࡉたᩘ値ཪࡣ

定ࢀࡽࡵたᩘ値をいうࠋ 

㸴 ⥲合ホ౯値、ホ౯値、ᣦᶆ値、ຍ⟬値ࡣ以下の式によるࠋ 

<1   \1 � \2 � \3 � \4

<2   \1 � \2 � \3 � \�

\1   [1 � [2 � [3 （�ӌ[1 � [2 � [3ӌ1��） 

\2   �����[4 （�ӌ[4ӌ1��） 

\3   ����[� （�ӌ[�ӌ��） 

\4   ̽ [� � [� （[� �1�ӌ[�ӌ[�� [�㸺[� ± 1�Ѝ[�㸻[� ± 1�� [�㸼[�Ѝ[�㸻[�） 

\�   ̽ ���[8 � 2� （�㸺[8ӌ1�Ѝ[8 1�� 1�㸺[8ӌ2�Ѝ[8 2�� 2�㸺[8ӌ3�Ѝ[8 3�� 

[8㸼3�Ѝ[8 4�） 

<1�<2及び  ࠋ次のᩘ値を⾲すࡣ8]��]��]��]�4]�3]�2]�1]��\�4\�3\�2\�1\

<1（ሬᕤ࡚ࢀࡉいない༳ๅ用⣬にಀる⥲合ホ౯値）㸸\1�\2�\3�\4の合ィ値を⟬ฟࡋ小ᩘ

点以下を切りᤞ࡚たᩘ値 

<2（ሬᕤ࡚ࢀࡉいる༳ๅ用⣬にಀる⥲合ホ౯値）㸸\1�\2�\3�\�の合ィ値を⟬ฟࡋ小ᩘ点

以下を切りᤞ࡚たᩘ値 

\1㸸ྂ⣬パルプ㓄合率、᳃ᯘ認ド材パルプ㓄合率及び間ఆ材等パルプ㓄合率の合ィ値

にಀるホ౯値を⟬ฟࡋ小ᩘ点➨二఩をᅄᤞ஬ධࡋたᩘ値 

\2㸸管理ᮌ材パルプ㓄合率にಀるホ౯値を⟬ฟࡋ小ᩘ点➨二఩をᅄᤞ஬ධࡋたᩘ値 

\3㸸ࡑの௚の持⥆ྍ能ᛶを目ᣦࡋたパルプ㓄合率にಀるホ౯値を⟬ฟࡋ小ᩘ点➨二఩

をᅄᤞ஬ධࡋたᩘ値 

\4㸸ⓑⰍ度にಀるຍ⟬値を⟬ฟࡋ小ᩘ点➨二఩をᅄᤞ஬ධࡋたᩘ値（ファンࢩーペー

パーཪࡣᢒⰍ⣬（Ⰽ上質⣬及びᰁᩱを使用ࡋたⰍ⣬୍⯡をྵࠋࡴ）にࡣ適用ࡋな

いࠋ） 

ファンࢩーペーパーཪࡣᢒⰍ⣬で࡚ࡗ࠶、༳ๅにಀるุ断の基準（ࠕ༳ๅࠖཧ照）

に♧ࢀࡉた $ ランク（⣬へのࣜࢧイクルにおい࡚㜼ᐖとなࡽないࡶの）の⣬で࠶

る場合ࡣ ࡣる場合࠶以外の⣬でࢀࡑ、� � 

\�㸸ሬᕤ量にಀるຍ⟬値を⟬ฟࡋ小ᩘ点➨二఩をᅄᤞ஬ධࡋたᩘ値 

[1㸸ྂ⣬パルプ㓄合率（㸣） 

[2㸸᳃ᯘ認ド材パルプ㓄合率（㸣） 

[3㸸間ఆ材等パルプ㓄合率（㸣） 

[4㸸管理ᮌ材パルプ㓄合率（㸣） 

[�㸸ࡑの௚の持⥆ྍ能ᛶを目ᣦࡋたパルプ㓄合率（㸣） 

[�㸸ⓑⰍ度（㸣） 

ⓑⰍ度ࡣ⏕⏘時の〇ရࣟットごとの管理ᶆ準値とࡋ、管理ᶆ準値s3㸣の範囲内に
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た場合ࢀࡉの調ᩚ以外に╔ⰍࡏࢃットごとのⰍ合ࣟ、ࡋࡔたࠋチᐜするࡣい࡚ࡘ

（ពᅗ的にⓑⰍ度を下ࡆる場合）ࡣຍ点対象となࡽないࠋ 

[�㸸ⓑⰍ度の基準値（㸣） 

ⓑⰍ度の基準値ྂࡣ⣬パルプ㓄合率（[1）及びバージンパルプ㓄合率（[2 � [3 � [4

� [�）に対応ࡋた基準値で࡚ࡗ࠶、ྂ ⣬パルプ㓄合率 1��㸣の場合の基準値ࡣ ��㸣、

バージンパルプ㓄合率 1��㸣の場合の基準値ࡣ ��㸣と࡚ࡋ次式により⟬定ࠋ 

[� 㸻 ����[1 � �����[2 � [3 � [4 � [�� 

[8㸸ሬᕤ量（J�੍） 

ሬᕤ量（୧面へのሬᕸ量）ࡣ、⏕⏘時の〇ရࣟットごとの管理ᶆ準値とするࠋ 

㸵 調㐩を⾜うྛ機関ࡣ、༳ๅ用⣬を」෗機、プࣜンタ等に使用する場合ࡣ、ཎᩱ⾲♧ࡸ〇ရ

௙ᵝ等、⣬〇㐀஦業⪅等が〇ရ及び࢘エブࢧイトにබ⾲する᝟ሗᥦ౪を㋃ま࠼、ᮏయ機器へ

の適ᛶࡸ༳ๅရ質に␃ពࡋ、調㐩を⾜うことࠋ 

㸶 ⣬のཎᩱとなるཎᮌにࡘい࡚の合ἲᛶ及び持⥆ྍ能な᳃ᯘ⤒ႠがႠま࡚ࢀいる᳃ᯘࡽ࠿

の⏘ฟにಀる確認を⾜う場合にࡣ、ᮌ材関連஦業⪅にࡣ࡚ࡗ࠶、クࣜーン࢘ッドἲに๎する

ととࡶに、ᯘ㔝ᗇ作ᡂのࠕᮌ材・ᮌ材〇ရの合ἲᛶ、持⥆ྍ能ᛶのド明のたࡵのガイドライ

ン（ᖹᡂ 18 年㸰月）ࠖ に準ᣐ࡚ࡋ⾜うࡶのとするࠋまた、ᮌ材関連஦業⪅以外にࡣ࡚ࡗ࠶、

ྠガイドラインに準ᣐ࡚ࡋ⾜うࡶのとするࠋ 

㸷 ⣬のཎᩱとなる間ఆ材の確認ࡣ、ᯘ㔝ᗇ作ᡂのࠕ間ఆ材ࢳップの確認のたࡵのガイドライ

ン（ᖹᡂ 21 年㸰月）ࠖ に準ᣐ࡚ࡋ⾜うࡶのとするࠋ 

㸯㸮 ⣬の場合ࡣ、」ᩘのᮌ材ࢳップをΰ合࡚ࡋ⏕⏘するたࡵ、〇㐀ᕤ⛬におい࡚〇ရごとの

実㓄合をᢸಖすることがᅔ㞴等の理⏤を຺᱌ࡋ、間ఆ材等の管理方ἲࡣ⎔ቃ省作ᡂのࠕ᳃ᯘ

認ド材・間ఆ材にಀるクレジット方式運用ガイドライン（ᖹᡂ 21 年㸰月 13 日）ࠖ に準ᣐࡋ

たクレジット方式を採用することができるࠋまた、᳃ᯘ認ド材及び管理ᮌ材にࡘい࡚ࡣ、ྛ

制度に基࡙ࡃクレジット方式により運用を⾜うことができるࠋ 

なお、ࠕクレジット方式ࠖとࡣ、ಶࠎの〇ရに実㓄合࡚ࢀࡉいる࠿ྰ࠿をၥࡎࢃ、୍定期

間に〇㐀ࢀࡉた〇ရ全యに使用ࢀࡉた᳃ᯘ認ド材、間ఆ材等などとࢀࡑ以外のཎᩱの使用量

に基࡙き、ಶࠎの〇ရに対ࡋ᳃ᯘ認ド材、間ఆ材等などが等ࡃࡋ使࡚ࢀࢃいるとみなす方式

をいうࠋ 

࠙⾨⏕用⣬ࠚ 

トイレット 

ペーパー 

ุ࠙断の基準ࠚ 

 ࠋること࠶⣬パルプ㓄合率1��㸣でྂۑ

࠙㓄៖஦㡯ࠚ 

෌⏕利用のᐜ᫆、࡚ࡗ࠶能な限り⡆᫆でྍ、ࡣᲕໟࡣ〇ရのໟ装ཪۑ

 ࠋいること࡚ࢀࡉ及びᗫᲠ時の㈇Ⲵప減に㓄៖ࡉ

 ࣗࢩィッࢸ

ペーパー 

�2� ྂ⣬及びྂ⣬パルプ㓄合率

ྛရ目においุ࡚断の基準とな࡚ࡗいるྂ⣬及び関連する用ㄒ、ྂ⣬パルプ㓄合率の定

 ࠋ以下のとおりとする、ࡣ⩏
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࠙ྂ⣬及び関連する用ㄒの定⩏ࠚ 

ྂ⣬ ᕷ୰回収ྂ⣬及び⏘業ྂ⣬ࠋ 

ᕷ୰回収ྂ⣬ ᗑ⯒、஦ົ所及びᐙᗞなどࡽ࠿Ⓨ⏕する使用῭みの⣬で࡚ࡗ࠶、⣬〇㐀

஦業⪅により⣬のཎᩱと࡚ࡋ使用ࢀࡉるࡶの（ၟရと࡚ࡋฟⲴࢀࡉ流㏻

ẁ㝵を⤒࡚ᡠるࡶのをྵࠋ（ࠋࡴ 

⏘業ྂ⣬ ཎ⣬の〇⣬ᕤ⛬ᚋのຍᕤᕤ⛬ࡽ࠿Ⓨ⏕ࡋ、⣬〇㐀஦業⪅により⣬のཎᩱ

と࡚ࡋ使用ࢀࡉるࡶのࠋ 

たࡋࡔ、⣬〇㐀஦業⪅等（当該⣬〇㐀஦業⪅のᏊ఍♫、関連఍♫等の関

ಀ఍♫をྵࠋࡴ）の⣬ຍᕤᕤ場、⣬〇ရᕤ場、༳ๅᕤ場及び〇ᮏᕤ場な

ど、⣬をཎᩱと࡚ࡋ使用するᕤ場ⱝࡣࡃࡋ஦業場におい࡚ຍᕤを⾜う場

合、ཪࡣ当該⣬〇㐀஦業⪅が〇ရをฟⲴする๓にጤクにより௚の஦業⪅

にຍᕤを⾜ࡏࢃる場合にⓎ⏕するࡶので࡚ࡗ࠶、ၟ ရと࡚ࡋฟⲴࡎࢀࡉ

に当該⣬〇㐀஦業⪅により⣬のཎᩱと࡚ࡋ使用ࢀࡉるࡶのࡣ、ྂ ⣬とࡋ

た場ࡋを௓⪅୕➨、ࢀない（当該⣬〇㐀஦業⪅等の手を㞳ࢃりᢅྲྀࡣ࡚

合ࡣ、ᦆ⣬をྂ⣬とྲྀ࡚ࡋりᢅうたࡵのពᅗ的な⾜Ⅽを除き、ྂ ⣬とࡋ

࡚ྲྀりᢅうࠋ（ࠋ 

ᦆ⣬ 以下のい࠿ࢀࡎに該当するࡶのࠋ 

・〇⣬ᕤ⛬におい࡚Ⓨ⏕ࡑ、ࡋのまま〇⣬ᕤ⛬にᡠࢀࡉཎᩱと࡚ࡋ使用

回流ᦆ⣬ࠕるࡺࢃの（いࡶるࢀࡉ ットブࣟーク及びドライブ࢙࢘ࠋࠖ

ࣟーク）ࠋ 

・〇⣬ᕤ場ཪࡣ஦業場内にಖ管࡚ࢀࡉཎᩱと࡚ࡋ使用ࢀࡉるࡶの（いࢃ

௙込ᦆ⣬ࠕるࡺ  ࠋࠖ（

・上グ⏘業ྂ⣬の定⩏におい࡚、ࠕたࡋࡔ᭩きࠖでつ定࡚ࢀࡉいるࡶのࠋ

⣬〇㐀஦業⪅ ࠕ日ᮏᶆ準⏘業分類 （ࠖᖹᡂ 21 年⥲ົ省࿌♧➨ 1�� ྕ）の୰分類にᥖࡆ

るࠕ⣬〇㐀業（142）ࠖ で࠶り、小分類のࠕὒ⣬〇㐀業（1421）ࠖࠕᯈ⣬〇

㐀業（1422）ࠖࠕ機械すき࿴⣬〇㐀業（1423）ࠖ 及びࠕ手すき࿴⣬〇㐀業

（1424）ࠖ をいうࠋ 

Ꮚ఍♫、関連఍♫及

び関ಀ఍♫ 

㔠⼥ၟရྲྀ引ἲ（᫛࿴ 23 年ἲᚊ➨ 2� ྕ）➨ 1�3 ᮲のつ定に基࡙ࡃ㈈ົ

ㅖ⾲等の用ㄒ、ᵝ式及び作ᡂ方ἲに関するつ๎（᫛࿴ 38 年኱ⶶ省௧➨

�� ྕ）➨㸶᮲のྛ㡯に定ࡵるࡶのをいうࠋ 

࠙ྂ⣬パルプ㓄合率の定⩏ࠚ 

ྂ⣬パルプ㓄合率㸻 
ྂ⣬パルプ 

�1��（㸣）
（バージンパルプ㸩ྂ⣬パルプ） 

パルプྵࡣ水率 1�㸣の㔜量とするࠋ 

上グ⟬定式の分ẕ及び分Ꮚにࡣᦆ⣬ྵࡣまないࡶのとするࠋ 
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�3� 目ᶆの❧࡚方

ྛရ目の当該年度の調㐩⥲㔜量（NJ）に༨ࡵる基準を‶たす≀ရの㔜量（NJ）の๭合と

するࠋ 
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契 約 書（案） 

 

 

 発注者 支出負担行為担当官 佐賀労働局総務部長 ○○ ○○（以下「甲」という。）と受注者 ○

○○○ ○○○○ ○○○○（以下「乙」という。）とは、双方対等な立場において、次の条項に

より契約を締結する。 

 

（契約の趣旨） 

第１条 令和８年度コピー用紙等の購入（単価契約）について、甲と乙とは本契約を締結し、「仕

様書」等に基づき信義に従い誠実にこの契約を履行するものとする。 

 

（契約金額） 

第２条 契約単価は、別紙「単価表」のとおりとする。 

２ 当該契約完了に要するすべての費用は、乙の負担とする。 

 

（契約保証金） 

第３条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。 

 

（契約内容） 

第４条 本契約の有効期間は、令和８年４月１日から令和９年３月 31日までとする。 

  ２ 業務の内容はすべて別添「仕様書」のとおりとする。 

 

（監督及び検査） 

第５条 甲は、この契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示

をさせることができる。 

２ 乙は、給付が完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。 

３ 甲は、通知を受けた日から 10日以内に検査を完了し、乙に合否を通知することとする。 

４ 検査のために必要な人夫及び費用は、すべて乙において負担すること。 

５ 乙は、第 3項の検査に合格しないときは、乙に仕様書に適合する作業を命ずることがで

きる。乙は、甲が指定する期間に作業を完了し、再度第３項の検査を受けるものとする。 

 

（代金の支払い） 

第６条 乙は、前条第３項の検査に合格したときは、１か月毎に代金の請求をすることができる。 

２ 甲は、前項の規定による適法な請求書を受理した日から起算して 30日（以下「約定期間」

という。）以内に代金を支払わなければならない。 

３ 甲が、約定期間内に契約金額の支払いが完了しない場合は、期限到来の日の翌日から支払

いを完了した日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、昭和 24 年 12 月大蔵省告示第 991 

号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得ら

れた額を遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、遅延に至った事由が天災地変その

他正当と認められる場合は、約定期間に算入しない。 

４ 前項により計算した遅延利息が 100 円未満の場合は、これを支払うことを要さないものと

し、当該計算額に 100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 

 

（危険負担） 



 

 

第７条 当該調達品目等の給付が、甲又は乙の責に帰さない事由により、滅失又は毀損した場合の

危険は、第５条第３項に規定する検査完了までは乙が負担し、検査完了後は甲が負担するも

のとする。 

 

（検査の遅延） 

第８条 甲がその責に帰すべき事由により、第５条第３項の期間内に検査をしないとき、その期間

を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、

この遅延期間が約定期間を超える場合には、超える日数に応じ第６条第３項に規定する遅延

利息を乙に支払わなければならない。 

 

（納入期限の遅延） 

第９条 甲は、乙がその責に帰する理由により、第４条の期限内に当該役務の提供をできないとき

は、乙の申請により納入期限の延期を許可することができる。この場合において、原納期限

の翌日から起算して納入の日までの遅延日数に応じ、契約金額等（既納部分がある場合は、

当該既納部分の代金相当額を控除した額）の年 3.0％に相当する額の遅延料を徴するものと

する。この場合において、甲が第５条第３項に規定する検査に要した日数は、遅延料の徴収

日数に算入しないものとする。 

２ 乙は、天災地変その他正当な理由により第４条第１項の期限内に物品を納入できない場合

は、期限内にその理由を記して甲に延期の請求をすることができる。この場合において、甲

はその請求を正当と認めたときはこれを許可し、前項の遅延料を免除することができる。 

 

（契約の解除） 

第 10 条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。 

２ 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。この場合に乙は、

契約金額の 100 分の 10 に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付

しなければならない。なお、第三号から第五号に該当すると認められるときは、何らの催告

を要しない。 

一 第４条の期限内に当該調達品目等の給付が完了しないとき 

二 乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。 

三 乙の責めに帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認めら

れるとき。 

四 甲が行う現品の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行

を妨げ、または詐欺その他不正行為があると認められるとき。 

五 第 20条の規定に違反したとき。 

３ 甲は、乙について民法第 542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要

せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 

４ 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責め

に帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 

 

（損害賠償） 

第 11条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は不随して甲に損害を与えたときは、甲に対



 

 

し、その損害を賠償するものとする。 

２ 乙は、この契約の履行に着手後、前条第１項による契約解除により損害を生じたとき

は、甲の意思表示があった日から 10 日以内に、甲にその損害の賠償を請求することが

できる。 

３ 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するも

のとする。 

 

（談合等の不正行為に係る解除） 

第 12条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の

全部又は一部を解除することができる。 

一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人の場合にあって

は、その役員又は使用人。以下同じ。）に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保

に関する法律（昭和 22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。）第７条又は同

法第８条の２（同法第８条第一号若しくは第二号に該当する行為の場合に限る。）の

規定による排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項（同法第８条の３にお

いて読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を行ったと

き、又は同法第７条の４第７項若しくは同法第７条の７第３項の規定による課徴金の

納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

二 乙又は乙の代理人が刑法（明治 40年法律第 45号）第 96 条の６若しくは同法第 198条

又は独占禁止法第 89 条第１項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき（乙

の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。）。 

三 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があ

ったことが判明したとき。 

四 乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、

送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。 

五 第３項の規定による報告を行わなかったとき。 

２ 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第７条の４第７項又は同法第７条

の７第３項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出

しなければならない。 

３ 乙は、第１項第三号又は第四号の事実（再委託先に係るものを含む。）を知った場合には、

速やかに甲に報告しなければならない。 

 

（談合等の不正行為に係る違約金） 

第 13条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除

するか否かにかかわらず、違約金（損害賠償金の予定）として、甲の請求に基づき、契約金

額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の 100分の 10に

相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条又は同法第８条の２

（同法第８条第一号若しくは第二号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除

措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 

二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１項（同法第

８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を



 

 

行い、当該納付命令が確定したとき。 

三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第 18 項又は第

21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

四 乙又は乙の代理人が刑法第 96条の６若しくは同法第 198条又は独占禁止法第 89条第

１項の規定による刑が確定したとき。 

五 前条第１項第三号、第四号又は第五号のいずれかに該当したとき。 

２ 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。 

３ 第１項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲

がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

 

（違約金に関する遅延利息） 

第 14条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日

を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年 3.0％の割合で計算した額の遅延利

息を甲に支払わなければならない。 

２ 前項により計算した遅延利息が 100 円未満の場合は、これを支払うことを要さないものと

し、当該計算額に 100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 

  

（契約の内容に適合しない場合の措置） 

第 15条 甲は、第５条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が

契約の内容に適合していないこと（以下「契約不適合」という。）を知った時から１年以内

に（数量又は権利の不適合については期間制限なく）その旨を乙に通知した場合は、次の各

号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、甲

は、乙に対して第二号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第一号の履行を

催告することを要しないものとする。 

一 甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との

引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと。 

二 直ちに代金の減額を行うこと。 

２ 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の

解除を行うことができる。 

３ 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適

合が重大である場合は、第１項の通知期間を経過した後においてもなお前２項を適用するも

のとする。  

 

（再委託） 

第 16条 乙は、委託業務の全部を第三者（乙の子会社（会社法第２条第３号に規定する子会社をい

う。）を含む。）に委託することはできない。 

２ 乙は、再委託する場合には、様式１により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承

認を受けなければならない。ただし、再委託が 50万円未満の場合は、この限りでない。 

３ 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者（以下「再

委託者」という。）の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 

４ 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項に

ついて本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 

 

（再委託先の変更） 



 

 

第 17条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第 2項ただし書に該当する場合を除き、

様式２の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 

 

（履行体制） 

第 18条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又

は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙１の履行体制図を甲に提出し

なければならない。 

２ 乙は、別紙１の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式３により履行体制図変更届

出書を甲に届け出なければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合については、届

出を要しない。 

一 受託業務の実施に参加する事業者（以下「事業参加者」という。）の名称のみの変更

の場合。 

二 事業参加者の住所の変更のみの場合。 

三 契約金額の変更のみの場合。 

３ 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、

乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第 19条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは

一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく

融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令（昭和 25年政令第 350 号）

第１条の３に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律（平成 10 年法律第 105 号）第

２条第３項に規定する特定目的会社及び信託業法（平成 16 年法律第 154 号）第２条第２項

に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りではない。 

２ 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨

を書面により甲に届けなければならない。 

 

（秘密の保持） 

第 20条 甲及び乙は、この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者

に漏らしてはならない。 

 

（個人情報保護） 

第 21条 乙は、個人情報（個人情報の保護に関する法律第２条第１項にいう個人情報、以下同じ。）

の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。 

２ 乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。 

３ 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。 

４ 乙は、個人情報の管理につき、定期的に検査を行うものとする。また、甲は、特に必要と

認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について、質問し資料の提出を求め、又はそ

の職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。 

５ 乙は、業務を完了したときは、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃

棄を行わなければならない。 

６ 乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡し、その詳細を書面にして報

告しなければならない。 

 



 

 

（属性要件に基づく契約解除） 

第 22条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を

解除することができる。 

一 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人で

ある場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表

者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）

が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）

第２条第二号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第六号

に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

二  役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどし

ているとき 

五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 

（行為要件に基づく契約解除） 

第 23条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの

催告を要せず、本契約を解除することができる。  

一 暴力的な要求行為 

二 法的な責任を超えた不当な要求行為 

三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為 

五 その他前各号に準ずる行為 

 

（表明確約） 

第 24条 乙は、前２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当し

ないことを確約する。 

２ 乙は、前２条各号の一に該当する者（以下「解除対象者」という。）を下請負人等（下

請負人（下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。）及び再受託者（再委託

以降のすべての受託者を含む。）並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して

個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。）としないことを確約しなけ

ればならない。 

 

（下請負契約等に関する契約解除） 

第 25条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負

人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 

２ 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等

の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との

契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、

本契約を解除することができる。 

 

（契約解除に基づく損害賠償） 



 

 

第 26条 甲は、契約解除の各条文の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損

害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 

２ 乙は、契約解除の各条文の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じた

ときは、その損害を賠償するものとする。 

 

（不当介入に関する通報・報告） 

第 27条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反

社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を受けた

場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当

介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 

 

（価格情勢） 

第 28条 この契約を締結した後、著しい経済・社会情勢の変動、天災地変等を原因としてこの契約

に定めた条件での契約履行に困難を生じた場合は、甲乙協議の上、単価その他この契約に定

める契約を変更することができる。 

 

（厚生労働省所管法令違反に係る報告） 

第 29条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受

け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 

 

（厚生労働省所管法令違反に係る契約解除） 

第 30条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に

対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 

一 乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け

又は送検されたとき。 

二 乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書

又は誓約書に虚偽があったことが判明したとき。 

三 乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第一号の状況に至ったことを報告しなかっ

たことが判明したとき。 

２ 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 

 

（厚生労働省所管法令違反に係る違約金） 

第 31条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、

契約金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の 100

分の 10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

２ 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 

３ 第 1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲

がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

 

（紛争又は疑義の解決方法） 

第 32条 この契約の履行に当たり、甲及び乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じ甲乙協

議の上、解決するものとする。 



 

 

２ 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については佐賀地方裁判所を第

一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

（存続条項） 

第 33 条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第６条第３項、第 10 条第２項、第 11 条、

第 13条、第 14条、第 15条、第 20条、第 24条、第 26条、第 31条、第 32条及び本条

はなお有効に存続するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

   この契約の証として、本証書２通を作成し双方記名押印のうえ、各自１通を所持するものとす

る。 

 

 

令和８年４月１日 

 

 

 

                  甲 佐賀市駅前中央３丁目３番 20号 

                      支出負担行為担当官 

                      佐賀労働局総務部長    ○○ ○○   

 

 

                  乙 ○○○○ 

                      ○○○○ 

                      ○○○○         ○○○○ 

              



 

 

様式１ 

 

令和  年  月  日 

 

 

支出負担行為担当官 

  佐賀労働局総務部長 殿 

 

 

名称 

代表者氏名            

 

 

再委託に係る承認申請書 

 

 

標記について、下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 

１．委託する相手方の商号又は名称及び住所 

 

２．委託する相手方の業務の範囲 

 

３．委託を行う合理的理由 

 

４．委託する相手方が、委託される業務を履行する能力 

 

５．契約金額 

 

６．その他必要と認められる事項 



 

 

様式２ 

 

令和  年  月  日 

 

 

支出負担行為担当官 

  佐賀労働局総務部長 殿 

 

 

名称 

代表者氏名            

 

 

再委託に係る変更承認申請書 

 

 

標記について、下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 

１．変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所 

 

２．変更後の事業者の業務の範囲 

 

３．変更する理由 

 

４．変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力 

 

５．契約金額 

 

６．その他必要と認められる事項 



 

 

様式３ 

 

令和  年  月  日 

 

 

支出負担行為担当官 

  佐賀労働局総務部長 殿 

 

 

名称 

代表者氏名             

 

 

履行体制図変更届出書 

 

 

契約書第 18条第２項の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 

 

 

記 

 

 

１．契約件名（契約締結時の日付番号も記載のこと。） 

 

２．変更の内容 

 

３．変更後の体制図 



 

 

別紙１ 

 

履行体制図 

 

 

【履行体制図に記載すべき事項】 

・各事業参加者の事業名及び住所 

・契約金額（乙が再委託する事業者のみ記載のこと。） 

・各事業参加者の行う業務の範囲 

・業務の分担関係を示すもの 

 

【履行体制図の記載例】 

事業者名 住所 契約金額 業務の範囲 

Ａ 東京都○○区… 円  

Ｂ    

 

 

 

 

 

 

 

乙 

事業者Ｂ      

_ 
事業者Ｃ     

_ 

事業者Ａ      

_ 



別紙

単価表

品名 単位 入数 数量 単価(税抜）

箱 500枚×5〆 3,612

箱 500枚×3〆 122

箱 500枚×5〆 4

A4中厚 空色 〆 500枚 7

A4中厚 ラベンダー 〆 500枚 2

A4中厚 桜 〆 500枚 6

A4中厚 レモン 〆 500枚 16

A4中厚 鶯 〆 500枚 9

上質紙 104.7ｇ/m² 、白色度88%程度 白（Ａ４） 〆 500枚 1

上質紙 127.9ｇ/m² 、白色度88%程度 白（Ａ４） 〆 500枚 1

上質紙 157ｇ/m² 、白色度88%程度 白（Ａ４） 〆 500枚 4

白（A4） 枚 1,200

白(B4） 枚 30

白（A４） 枚 1,050

白（A3） 枚 50

白表紙（310ｇ/m²） 白（A４） 枚 800

上質紙 中性紙PPC・LP・IJP印刷用 A4 〆 500枚 15

厚紙

マット
コート紙（127.9ｇ/m²）

高板紙（209.4ｇ/m²）

規格

ＰＰＣ用紙

Ａ４

Ａ３

Ｂ４

色上質紙


